








改正「住宅の省エネルギー基準」では、新たに「透湿抵抗比」を用いて
防湿気密シートを省略する事が可能となっております。

透湿抵抗比とは
室内側の透湿抵抗（Rｒ）を外壁の透湿抵抗（Ro）で除した値のことをいいます。
透湿抵抗比が大きいほど、躯体内部の結露が発生しにくくなり、防露対策に有効です。

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

通気層

外壁

透湿防水
シート

アムマット
付属フィルム
（孔あき） アムマット

面材

〈外壁に面材を使用した外壁仕様〉

室内側の透湿抵抗 Rr

室外側の透湿抵抗 Ro

アムマット付属防湿フィルム（18μ）＋アムマット

アムマット付属フィルム（孔あき）＋（外壁面材）＋透湿防水シート＋通気層
=

≧ 2~5（地域に応じて決められている）

等級4（次世代）において壁の別張りの防湿気密シート（JIS A 6930）を省略する条件壁
地域 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

透湿抵抗比 5以上 3以上 2以上

等級4（次世代）において屋根・天井の別張りの防湿気密シート（JIS A 6930）を省略する条件屋根・天井
地域 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

透湿抵抗比 6以上 4以上 3以上

断熱材が2層以上で構成する場合は透湿抵抗比の適用は不可です。別途防湿気密シートが必要になります。

透湿抵抗比の計算方法

防湿気密シートの省略 ～透湿抵抗比とは～

結露の発生防止に関する基準

アムマット付属
防湿フィルム
（18μ）

室外側

室内側

湿気

付属防湿フィルム
（18μ）
・結露防止
（防湿層の確保）

外壁 透湿抵抗比を用いたイメージ

付属防湿フィルム（18μ）でも
防湿層の確保が可能に。
※条件あり

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 34
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壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

各種材料の透湿率・透湿比抵抗・透湿抵抗

断熱材、土壁、コンクリート等

材料名
透湿率 透湿比抵抗 厚さ 透湿抵抗

（=透湿比抵抗×厚さ［m］） 備考
［ng／（m・s・Pa）］［g／（m・h・mmHg）］［m・s・Pa／ng］ ［m・h・mmHg／g］ ［mm］ ［m2・s・Pa／ng］［m2・h・mmHg／g］

ロックウール 170 0.0816 0.0059 12.3 100 0.0006 1.23

セルローズファイバー 155 0.0744 0.0065 13.4 100 0.0006 1.34

A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号 6.3 0.0030 0.1600 330 25 0.0040 8.33 JIS A 9511：2006R※1

A種押出法ポリスチレンフォーム 1種b、
2種a、2種b、3種a、3種b（スキンなし） 3.6 0.0017 0.2800 570 25 0.0069 14.4 JIS A 9511：2006R※1

A種フェノールフォーム 
1種1号、1種2号 1.5 0.0007 0.6700 1400 25 0.0170 35 JIS A 9511：2006R※1

A種フェノールフォーム 
2種1号、2種2号、2種3号、3種1号 3.6 0.0017 0.2800 570 25 0.0069 14.4 JIS A 9511：2006R※1

吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 31.7 0.0152 0.0315 65.7 25 0.0008 1.64

土壁 20.7 0.0099 0.0483 101 100 0.0048 10.1

ケイ酸カルシウム板 52.1 0.0250 0.0192 40 24.7 0.0005 0.988

コンクリート 2.98 0.0014 0.3360 699 100 0.0336 69.9

ALC 37.9 0.0182 0.0264 55.0 100 0.0026 5.50 表面処理なし

※　 該当する厚さの記載がない場合は、材料厚さを透過率で除し、透湿抵抗を直接求めるが、
安全側の値（外気側透湿抵抗の場合は当該厚さより大きい値、室内側透湿抵抗の場合は小さい値）を使用する。

※1  透湿抵抗は、厚さ25mm当たりの透湿係数［ng／（m2・s・Pa）］の逆数を求め、有効数字となるよう四捨五入した数値。
透湿率は、厚さ25mm当たりの透湿係数［ng／（m2・s・Pa）］に0.025mを乗じて有効数字2桁となるよう四捨五入した数値。

透湿抵抗 =「材料の厚さ（単位：［m］）」÷「透湿率（単位：［ng／（m・s・Pa）］）」
=「透湿比抵抗（単位：［m・s・Pa／ng］）」×「材料の厚さ（単位：［m］）」

注）外装材表面の塗装、内装仕上げ材（ビニルクロスなど）の透湿抵抗は算入できない。

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

木材、ボード類

材料名
透湿率 透湿比抵抗 厚さ 透湿抵抗

（=透湿比抵抗×厚さ［m］） 備考
［ng／（m・s・Pa）］［g／（m・h・mmHg）］［m・s・Pa／ng］ ［m・h・mmHg／g］ ［mm］ ［m2・s・Pa／ng］［m2・h・mmHg／g］

合板 1.11 0.0005 0.9010 1880 12 0.0110 23

せっこうボード注1 39.7 0.0191 0.0252 52.5 12 0.0003 0.63

OSB 0.594 0.0003 1.6800 3510 12 0.0200 42

MDF 3.96 0.0019 0.2530 526 12 0.0030 6.3

軟質繊維板 18.8 0.0090 0.0532 111 12 0.0064 1.3

木材 4.00 0.0019 0.2500 521 20 0.0050 10

モルタル 2210kg／m3 注2 1.62 0.0008 0.6170 1290 25 0.0150 32

しっくい 52.1 0.0250 0.0192 40.0 12 0.0002 0.48

コンクリートブロック 7.7 0.0037 0.1300 270 200 0.0260 54

窯業系サイディング 2.1 0.0010 0.4800 1000 12 0.0058 12 塗装なし

※該当する厚さの記載がない場合は、材料厚さを透過率で除し、透湿抵抗を直接求めるか、
　安全側の値（外気側透湿抵抗の場合は当該厚さより大きい値、室内側透湿抵抗の場合は小さい値）を使用する。
注1）せっこうボード、壁紙などの内装仕上げ材は横架材まで張上げない限り、室内側透湿抵抗に加味することは出来ない。
注2）モルタルは、水セメント比や調合によって値が異なるため、使用する材料の確認が必要である。

35
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防湿気密シート・透湿防水シート・通気層の透湿抵抗 ［m²・ｓ・Pa／ng］

材料名 透湿抵抗 備考

住宅用プラスティック系防湿フィルムA種 0.0820 JIS A 6930

住宅用プラスティック系防湿フィルムB種 0.1440 JIS A 6930

透湿防水シート 0.0002 JIS A 6111

通気層+外装材（カテゴリーⅠ）注 0.0009

通気層+外装材（カテゴリーⅡ）注 0.0017

通気層+外装材（カテゴリーⅢ）注 0.0026

・「通気経路上に障害物がある場合」とは、防火上の通気役物や繊維系断熱材を充填した際の復元厚により通気層が、狭まって通気抵抗が増加する場合等を意味する。
・上述したカテゴリーに該当しない場合は、別の評価方法に基づき算出することも可能である。
・通気層上下端部に取付ける通気水切や防虫ネットなどについては障害物として扱わずに無視できる。

注）通気層の分類は下表に基づく。

通気層の分類
部位 カテゴリーⅠ カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ

外壁 通気層　厚さ18mm以上
通気層　厚さ18mm以上

（通気経路上に障害物がある場合）
通気層　厚さ9mm以上

通気層　厚さ9mm以上
（通気経路上に障害物がある場合）

屋根 ー 通気層　厚さ18mm以上 通気層　厚さ9mm以上

住宅の省エネルギー基準の解説参照　　発行：IBEC

透湿抵抗には以下のような単位が登場します。

単位の換算

① ○○［m2・h・mmhg／g ］（工学単位）

② ○○［m2・s・Pa／ng ］（SI単位）

この解説書での単位は ○○［m2・s・Pa／ng］（SI単位） を使用しています。

透湿抵抗

m2・s・Pa／ng m2・h・mmhg／g

m2・s・Pa ／ng ÷0.00048

m2・h・mmhg／g ×0.00048

〈例〉JIS A 6930の透湿抵抗

0.082［m2・s・Pa／ng］ = 0.082÷0.00048 = 170［m2・h・mmhg／g］

170［m2・h・mmhg／g］ = 170×0.00048 = 0.082［m2・s・Pa／ng］

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 36
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通気層がある構造

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

通気層

外壁

透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

通気層 縦胴縁外壁 透湿防水シート

構造用合板

アムマット付属
防湿フィルム（18μ）

アムマット

アムマット付属
フィルム（孔あき）

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

通気層
外壁

透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

92mm

構造用合板

外壁における透湿抵抗比

室内側の透湿抵抗 Rr

室外側の透湿抵抗 Ro
透湿抵抗比MR =

透湿抵抗比の計算方法

耐力面材を使用しない場合

耐力面材を使用する場合

構造用合板9mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
構造用面材 ー

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装

0.0017

◎合計 0.0045 0.0295

0.0045
0.0295 = 6.5

≧6.5 5
（全地域使用可）

判定

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板9mm 0.0081

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物なし）
＋外装材

0.0017

○合計 0.0126 0.0295

0.0126
0.0295 = 2.3

≧2.3 2
（Ⅳ地域使用可）

判定

構造用合板12mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板12mm 0.0108

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

×合計 0.0153 0.0295

0.0153
0.0295 =1.9

≦1.9 2
（全地域使用不可）

判定

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

備考：判定が×になる場合はアムマット プレミアムをご使用下さい。
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ダイライト12mm使用例

MDF12mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
ダイライト12mm 0.0015

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

○合計 0.0060 0.0295

0.0060
0.0295 = 4.9

≧4.9 3
（Ⅲ,Ⅳ地域使用可）

判定

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
MDF12mm 0.0030

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

○合計 0.0075 0.0295

0.0075
0.0295 = 3.9

≧3.9 3
（Ⅲ,Ⅳ地域使用可）

判定

ダイライト9mm使用例

MDF9mm使用例

OSB9mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
ダイライト9mm 0.0011

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

◎合計 0.0056 0.0295

0.0056
0.0295 = 5.2

≧5.2 5
（全地域使用可）

判定

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
MDF9mm 0.0023

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

○合計 0.0068 0.0295

0.0068
0.0295 = 4.3

≧4.3 3
（Ⅲ,Ⅳ地域使用可）

判定

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
OSB9mm 0.0152

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層18mm
（障害物あり）
＋外装材

0.0017

×合計 0.0197 0.0295

0.0197
0.0295 = 1.4

≦1.4 2
（全地域使用不可）

判定

備考：判定が×になる場合はアムマット プレミアムをご使用下さい。構造用面材の透湿抵抗は各メーカーにご確認下さい。

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 38
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室外側 透湿抵抗（Ro） 室内側 透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム（18μ）

外壁
透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

合板

せっこう
ボード6

5
4
3

1

2

塗装

代表使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
透湿抵抗比

　
△
判定

○通気層のない外壁仕様は通常の通気層のある
透湿抵抗の計算と異なります。
（①+②）÷（③+④+⑤+⑥）
上記透湿抵抗の計算がクリアされていても通気層の省略
には十分な検討が必要です。

※モルタル等の透湿抵抗は各メーカーにお問い合わせ下さい。

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

通気層がない構造

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

ALC
透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

構造用合板

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

ALC
透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

構造用合板

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

ALC
透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

構造用合板

ALC50mm＋構造用合板9mm使用例

ALC50mm＋構造用合板12mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板9mm 0.0081

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層なし ー
外装（ALC）50mm 0.0013

○合計 0.0122 0.0295

0.0122
0.0295 = 2.4

≧2.4 2
（Ⅳ地域使用可）

判定

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板12mm 0.0108

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層なし －
外装（ALC）50mm 0.0013

×合計 0.0149 0.0295

0.0149
0.0295 = 1.9

≦1.9 2
（全地域使用不可）

判定

備考：判定が×になる場合はアムマット プレミアムをご使用下さい。構造用面材の透湿抵抗は各メーカーにご確認下さい。

ALC40mm＋構造用合板12mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板12mm 0.0108

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層なし －
外装（ALC）40mm 0.0011

○合計 0.0147 0.0295

0.0147
0.0295 = 2.0

≦2.0 2
（Ⅳ地域使用可）

判定

室外側
透湿抵抗（Ro）

室内側
透湿抵抗（Rr）

アムマット
付属防湿
フィルム
（18μ）

ALC
透湿防水シート

アムマット付属
フィルム（孔あき） アムマット

構造用合板

ALC40mm＋構造用合板9mm使用例

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
合板9mm 0.0081

アムマット
（92mm） 0.0005

透湿防水シート 0.0002
通気層なし ー
外装（ALC）40mm 0.0011

○合計 0.0120 0.0295

0.0120
0.0295 = 2.4

≧2.4 2
（Ⅳ地域使用可）

判定

備考：判定が×になる場合はアムマット プレミアムをご使用下さい。モルタル等の透湿抵抗は各メーカーにご確認下さい。

備考：判定が×になる場合はアムマット プレミアムをご使用下さい。
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室外側透湿抵抗
（Ro）

室内側透湿抵抗
（Rr）

アムマット付属防湿フィルム（18μ）

通気層

野地板

アムマット
付属フィルム
（孔あき）
〈防風層〉

アムマット

せっこうボード

外気側の透湿抵抗（Ro）
▲　移流補正係数（Cr）

室内側の透湿抵抗値（Rr）

アムマット
2枚重ね

防湿気密シート

せっこうボード

外気側の透湿抵抗（Ro）
▲　移流補正係数（Cr）

室内側の透湿抵抗値（Rr）

アムマット
アムマット付属
防湿フィルム　

（18μ）
せっこうボード

せっこうボード
4辺釘留め

木下地

野縁

屋根における透湿抵抗比

室内側の透湿抵抗 Rr

室外側の透湿抵抗 Ro
透湿抵抗比MR =

透湿抵抗比の計算方法

屋根の場合

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
室外側 透湿抵抗Ro 室内側 透湿抵抗Rr 透湿抵抗比

付属フィルム（孔あき） 0.0026 付属防湿フィルム（18μ） 0.0290

　
面材 ー

アムマット
（105mm） 0.0006通気層18mm

（障害物あり）
＋外装材

0.0017

◎合計 0.0043 0.0296

0.0043
0.0296 = 6.8

≧6.8 5
（全地域使用可）

判定

※施工の注意点　アムマット付属フィルム（孔あき）側には通気層と防風層の確保が必要です。

注意事項

！※ なお、アムマット2枚以上を重ねて施工する場合は
防湿気密シートが必要になります。

天井における透湿抵抗比

アムマットの付属防湿フィルム（18μ）について（天井） 

室内側の透湿抵抗 Rrー移流補正係数 Cr

外気側の透湿抵抗 Ro
透湿抵抗比MR =

透湿抵抗比の計算方法

以下の条件を満足する場合、透湿抵抗比の考え方を適用し防湿層を
省略することができますが、寒い地域におきましては防湿気密シート（防湿
層）をご使用することをお勧めいたします。 

天井断熱における外気側透湿抵抗と移流補正係数
（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）

地域 Ⅰ・Ⅱ Ⅲ Ⅳ・Ⅴ

外気側透湿抵抗Ro 2.16×10-4 1.59×10-4 1.59×10-4

移流補正係数Cr 2.75×10-2 8.96×10-3 1.44×10-3

Ⅳ地域以南の場合

（SI単位：［m²・ｓ・Pa／ng］）
透湿抵抗比

　

◎
判定

Crの値＝0.0014
Rｒの値＝0.0005＋0.0290＋0.0002＝0.0297
（Rr－Cｒ）/Ro（0.0002）＝141.5

Ⅲ地域以南にて適応

壁、屋根、天井における透湿抵抗の計算例

【条件1】
・気流止めを施工する
・透湿抵抗比を活用する

【条件2】
・野縁を格子組み
・せっこうボードの端部が
 野縁（下地）にとめつける
 よう施工

想定以上の天井すき間か
らの移流による水蒸気の
浸入を防止する為

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 40
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・年間供給戸数が150戸を超える住宅を販売する事業者に対して、その新築する一戸建ての住宅の省エネルギー         
　性能の向上を促す措置を導入。
・住宅事業建築主の判断の基準と照らして勧告、公表を行う。

・省エネ性能表示による一般消費者への情報提供の努力義務を追加

住宅を建築し販売する業者に対し住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入

2009年4月施行の『エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法）』の住宅分野に以下の改正がありました。

住宅事業建築主基準
（トップランナー基準）

 （1）報告の内容
  　 報告の対象者：年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する住宅事業主
      報告先：国土交通大臣
       2009年度分からスタートして、2013年度報告で基準達成を確認します。
      この後も トップランナー基準は継続して引き上げ、見直しを行います。
      浴室全体の省エネルギー性能の算出方法がJIS化されたのもその一例です。

報告事項
●新築した一戸建ての住宅の戸数
●全建売戸建て住宅の平均の基準達成率等
●地域区分毎の全建売戸建て住宅の平均の                  
  基準達成率
●各住宅の基準達成率及び仕様の内容

トップランナー基準のハードルは年々高くなります!!

住宅（及び建築物）の省エネルギー性能の表示等の推進住宅省エネラベル

登録建築物調査機関の評価を受けた上で表示する場合

建築主等が自ら性能を評価して表示する場合

（第三者評価）

（自己評価）

住宅事業建築主の判断基準
（トップランナー基準）

※2011年2月に新規制定（JIS A 1719：2011）
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（Ａ暖房設備　Ｂ冷房設備　Ｃ給湯設備　Ｄ換気設備　Ｅ照明設備　Ｆ太陽光発電）

一次エネルギー消費量の算定の対象

太陽光発電設備等の効果も考慮

一次エネルギー消費量を算定し、省エネルギー性を評価

（3）評価支援ツール
一次エネルギー消費量、基準達成率の算定のための評価支援                      
ツールとして、 
①算定用シート②算定用Webプログラムが用意されています。
（財）建築環境・省エネルギー機構のホームページ
（http://ees.ibec.or.jp/）で確認して下さい。          

  基準達成率の例

断熱
性能 地域

暖房、冷房、照明
GJ/年

給湯
GJ/年

換気
GJ/年 エネルギー消費量

合計GJ/年
上段：基準値

下段：特定住宅消費量

達成率
新築時に設備を
設置しない場合

電気温水器
（ヒートポンプ式）
（節湯型機器）

壁付け排気用
ファン※

Q=2.7相当（等級4）
ロックウールアムマット

屋根177mm
または

天井154mm、
壁92mm

Ⅳa地域 34.8 16.2 2.7
56

104％
53.7

Ⅳｂ地域 33.3 13.7 2.7
53

107％
49.7

+断熱性能 換気設備暖冷房 照明設備給湯設備

①基準一次エネルギー消費量＝標準一次エネルギー消費量×0.9
一次エネルギーとは･･･石油･石炭･天然ガス等、自然界に存在するままの形のエネルギー源です。
地域区分ごと、暖冷房方式別、換気方式別に設定されます。
気候条件の差が非常に大きいⅠ地域、Ⅳ地域はⅠa・Ⅰb地域、Ⅳa・Ⅳb地域に細区分しました。
※標準一次エネルギー消費量＝省エネルギー判断基準（平成11年基準）を満たす断熱性能を有し、平成20年時点に
おける一般的な性能の設備を設置した場合の一次エネルギー消費量です。

②評価対象住宅の用途別一次エネルギー消費量＝A＋B＋C＋D＋E（－F）
地区ごとに、断熱性能とA～ Eの設備方式別に設定されます。
太陽光発電によって得られる一次エネルギー（Ｆ）を一次エネルギー消費量から控除できます。

基準達成率の計算方法
基準達成率＝

①基準一次エネルギー消費量（ＧＪ／年・戸）
②評価対象住宅の用途別一次エネルギー消費量（ＧＪ／年・戸）

×100％

※比消費電力（消費電力を送風量で除した値）が0.2W/（m3/h）以下のものを採用

   （2）評価の仕方
　　  住宅で消費される一次エネルギー消費量を指標とします。基準達成率が100％を超えることを目標にします。
　　  ※建売戸建て住宅全体の平均が100％を超えるように努めるものです。（全ての住宅が超える必要はありません）

主たる居室を間欠的に暖房する方式の基準値に対する代表的な住宅仕様の基準達成率の例です。

床、土間床の詳細はP20参照

住宅事業建築主の判断基準

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 42
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中部地方

十日町市（旧中里村に限る。）、魚沼市（旧入
広瀬村に限る。）、津南町

富山市（旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に
限る。）、黒部市（旧宇奈月町に限る。）、南砺市（旧平
村、旧上平村、旧利賀村に限る。）、上市町、立山町

白山市（旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に
限る。）

長野市（旧長野市、旧大岡村を除く。）、松本
市（旧松本市、旧四賀村を除く。）、上田市（旧真田
町、旧武石村に限る。）、須坂市、小諸市、伊那市（旧
長谷村を除く。）、駒ヶ根市、中野市（旧中野市に限
る。）、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千
曲市（旧更埴市に限る。）、東御市、小海町、川上村、
南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、
御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、辰野
町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村（旧浪合村
に限る。）、平谷村、下條村、上松町、木祖村、木曽町、
波田町、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、
小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野
沢温泉村、信濃町、飯綱町

阿智村（旧清内路村に限る。）、大鹿村

Ⅱ地域

Ⅳ地域

Ⅲ地域

Ⅲ地域

Ⅱ地域

Ⅳ地域

新潟市、長岡市（旧中之島町、旧三島町、旧
与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る。）、三条市（旧
下田村を除く。）、柏崎市（旧高柳町を除く。）、新発田
市、見附市、村上市、（旧朝日村を除く。）、燕市、糸
魚川市、上越市、（旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、
旧頸城村、旧吉川町、旧三和村、旧名立町に限る。）、
阿賀野市（旧京ヶ瀬村、旧笹神村に限る。）、佐渡市、
胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島
浦村

新潟県 Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

大野市（旧和泉村に限る。）Ⅲ地域

福井県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

富山県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

石川県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

長野県 Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

山梨県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

富士吉田市、北杜市（旧小淵沢町に限る。）、
西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町（旧河口
湖町に限る。）

Ⅱ地域

Ⅲ地域 甲府市（旧上九一色村に限る。）、都留市、山
梨市（旧三富村に限る。）、北杜市（旧明野村、旧小
淵沢町を除く。）、笛吹市（旧芦川村に限る。）、鳴沢村、
富士河口湖町（旧河口湖町を除く。）、小菅村、丹波
山村

岐阜県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

高山市、飛騨市（旧古川町、旧河合村に限
る。）、白川村
Ⅱ地域

Ⅲ地域 中津川市（旧中津川市、旧長野県木曽郡山
口村を除く。）、恵那市（旧串原村、旧上矢作町に限
る。）、飛騨市（旧宮川村、旧神岡町に限る。）、郡上市
（旧美並村を除く。）、下呂市（旧金山町を除く。）、東
白川村

静岡県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆
町、松崎町、西伊豆町（旧西伊豆町に限る。）
Ⅴ地域

愛知県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

豊田市（旧稲武町に限る。）Ⅲ地域

倉吉市（旧関金町に限る。）、若桜町、日南町、
日野町、江府町
Ⅲ地域

鳥取県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

奥出雲町、飯南町、美郷町（旧大和村に限
る。）、邑南町（旧石見町を除く。）
Ⅲ地域

島根県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

津山市（旧阿波村に限る。）、高梁市（旧備中
町に限る。）、新見市、真庭市（旧落合町、旧久世町
を除く。）、新庄村、鏡野町（旧鏡野町を除く。）

Ⅲ地域

岡山県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

府中市（旧上下町に限る。）、三次市（旧三次
市、旧三和町を除く。）、庄原市、廿日市市（旧佐伯町、
旧吉和村に限る。）、安芸高田市（旧八千代町、旧美
土里町、旧高宮町に限る。）、安芸太田町（旧加計町
を除く。）、北広島町（旧豊平町を除く。）、世羅町（旧
世羅西町を除く。）、神石高原町

Ⅲ地域

広島県

下関市（旧下関市に限る。）Ⅴ地域

山口県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

福岡市:博多区、中央区、南区、城南区Ⅴ地域

福岡県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

佐賀県 Ⅳ地域

長崎市、佐世保市、島原市（旧島原市に限
る。）、平戸市、五島市、西海市、南島原市（旧加津
佐町を除く。）、長与町、時津町、小値賀町、江迎町、
鹿町町、佐々町、新上五島町

Ⅴ地域

長崎県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

Ⅴ地域

熊本県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

佐伯市（旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、
旧蒲江町に限る。）
Ⅴ地域

大分県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

伊佐市、曽於市、霧島市（旧横川町、旧牧園
町、旧霧島町に限る。）、さつま町、湧水町
Ⅳ地域

鹿児島県 Ⅴ地域（ただし以下の市町村は除く）

都城市（旧山之口町、旧高城町を除く。）、延
岡市（旧北方町に限る。）、小林市、えびの市、高原町、
西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之
影町、五ヶ瀬町

Ⅳ地域

宮崎県 Ⅴ地域（ただし以下の市町村は除く）

八代市（旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限
る。）、水俣市、上天草市（旧松島町を除く。）、宇城市
（旧三角町に限る。）、天草市（旧有明町、旧五和町
を除く。）、芦北町、津奈木町

沖縄県 Ⅵ地域

中国地方

九州地方

沖縄地方

省エネルギー対策 等級2・等級3・等級4 「判断基準・仕様規定共通」

地域区分

地域の区分は気候条件により全国の市町村をⅠ～Ⅵの6つの地域に区分したものです。
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地域区分

日光市（旧今市市を除く。）、那須塩原市（旧塩
原町に限る。）

沼田市（旧沼田市を除く。）、長野原町、嬬恋
村、草津町、六合村、片品村、川場村、みなかみ町（旧
水上町に限る。）

高崎市（旧倉渕村に限る。）、桐生市（旧黒保
根村に限る。）、沼田市（旧沼田市に限る。）、渋川市（旧
赤城村、旧小野上村に限る。）、安中市（旧松井田町
に限る。）、みどり市（旧東村（勢多郡）に限る。）、上野
村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、高山村、
東吾妻町、昭和村、みなかみ町（旧水上町を除く。）

Ⅱ地域

Ⅳ地域

Ⅱ地域

Ⅲ地域

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼
市、小山市、真岡市、さくら市（旧氏家町に限る。）、那
須烏山市、下野市、上三川町、西方町、益子町、茂
木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、藤
岡町、岩舟町、都賀町、高根沢町

栃木県 Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

秩父市（旧大滝村に限る。）、小鹿野町（旧両
神村に限る。）
Ⅲ地域

埼玉県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

群馬県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

千葉県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

銚子市Ⅴ地域

東京都 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

奥多摩町Ⅲ地域
Ⅴ地域 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅
村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

尾鷲市、熊野市（旧熊野市に限る。）、御浜町、
紀宝町
Ⅴ地域

三重県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

奈良市（旧都祁村に限る。）、五條市（旧大塔
村に限る。）、生駒市、宇陀市（旧室生村に限る。）、
平群町、野迫川村

Ⅲ地域

奈良県

かつらぎ町（旧花園村に限る。）、高野町Ⅲ地域

和歌山県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

三好市（旧東祖谷山村に限る。）Ⅲ地域

徳島県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

香川県 Ⅳ地域

宇和島市（旧津島町に限る。）、伊方町（旧伊
方町を除く。）、愛南町
Ⅴ地域

愛媛県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

いの町（旧本川村に限る。）Ⅲ地域

高知県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

高知市（旧高知市、旧春野町に限る。）、室戸
市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐
清水市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田
町、北川村、馬路村、芸西村、いの町（旧伊野町に限
る。）、大月町、三原村、黒潮町（旧大方町に限る。）

Ⅴ地域

十和田市（旧十和田湖町に限る。）、七戸町
（旧七戸町に限る。）、田子町
Ⅰ地域

青森県 Ⅱ地域（ただし以下の市町村は除く）
栗原市（旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧

花山村に限る。）
Ⅱ地域

宮城県

米沢市、鶴岡市（旧朝日村に限る。）、新庄市、
寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北町、西
川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、
舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠
町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

Ⅱ地域

山形県 Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

青森市（旧青森市に限る。）、深浦町Ⅲ地域

久慈市（旧山形村に限る。）、八幡平市、葛巻
町、岩手町、西和賀町
Ⅰ地域

岩手県 Ⅱ地域（ただし以下の市町村は除く）

宮古市（旧新里村を除く。）、大船渡市、一関
市（旧一関市、旧花泉町、旧大東町に限る。）、陸前
高田市、釜石市、平泉町

Ⅲ地域

秋田市（旧河辺町を除く。）、能代市（旧能代
市に限る。）、男鹿市、由利本荘市（旧東由利町を除
く。）、潟上市、にかほ市、三種町（旧琴丘町を除く。）、
八峰町、大潟村

Ⅲ地域

秋田県 Ⅱ地域（ただし以下の市町村は除く）

会津若松市（旧河東町に限る。）、白河市（旧
大信村に限る。）、須賀川市（旧長沼町に限る。）、喜
多方市（旧塩川町を除く。）、田村市（旧都路村を除
く。）、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、
南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、
三島町、金山町、昭和村、矢吹町、平田村、小野町、
川内村、飯舘村

Ⅱ地域

福島県 Ⅲ地域（ただし以下の市町村は除く）

いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、
双葉町
Ⅳ地域

北海道地方

函館市（旧函館市に限る。）、松前町、福島
町、知内町、木古内町、八雲町（旧熊石町に限る。）、
江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町（旧
瀬棚町を除く。）、島牧村、寿都町

Ⅱ地域

北海道 Ⅰ地域（ただし以下の市町村は除く）

神栖市（旧波崎町に限る。）Ⅴ地域

Ⅲ地域 土浦市（旧新治村に限る。）、石岡市、常陸
大宮市（旧美和村に限る。）、笠間市（旧岩間町に限
る。）、筑西市（旧関城町を除く。）、かすみがうら市（旧
千代田町に限る。）、桜川市、小美玉市（旧玉里村を
除く。）、大子町

茨城県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

神奈川県 Ⅳ地域

滋賀県 Ⅳ地域

京都府 Ⅳ地域

大阪府 Ⅳ地域

養父市（旧関宮町に限る。）、香美町（旧香住
町を除く。）
Ⅲ地域

兵庫県 Ⅳ地域（ただし以下の市町村は除く）

御坊市、新宮市（旧新宮市に限る。）、広川町、
美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ町、串本町、
那智勝浦町、太地町、古座川町

Ⅴ地域

牟岐町、美波町、海陽町Ⅴ地域

東北地方

関東地方

近畿地方

四国地方

▶製品規格はP45・46を参照して下さい。 44
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アムマット 充填工法 天井・壁・界床用断熱材

アムマット・アムマット プレミアム・床用商品・その他関連部材

●JIS規格 A9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材　　●防火性 NM-1216 国土交通大臣認定

F ★★★★

・湿気に強いロックウール断熱材です。
・耳幅約30mmで、施工性向上。

アムマット

商品名 品 番
標準サイズ 相当

施行面積
（坪／梱）

熱抵抗値
平均温度25℃
（m2・K／W）

設計価格
（円／坪）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ

（mm）
入数
（枚）

アムマット

BHM355AL

55

390 2,880 10 約4.0

1.4

2,100
BHM355L

425
9 約3.6 2,100

BHM355 1,360 19 2,100
BHM355S 1,180 21 約3.5 2,100
BHM355W 470 1,360 17 2,400
BHM375AL

77

390 2,880 7 約2.8

2.0

2,900
BHM375L 425 6 約2.4 2,900
BHM375 1,360 14 約2.6 2,900
BHM375W 470 12 約2.5 3,300
BHM390AL

92

390 2,880 6 約2.4

2.4

3,400
BHM390L

425
5 約2.0 3,400

BHM390 1,360 11
約2.1

3,400
BHM390S 1,180 13 3,400
BHM390W 470 1,360 10 3,900
BHM310AL

100

390 2,880 5 約2.0
2.6

3,800
BHM310L 425 3,800
BHM310 1,360 10 約1.9 3,800
BHM310W 470 9 4,200
BHM3105AL

105

390 2,880 5 約2.0

2.7

4,000
BHM3105L 425 4 約1.6 4,000
BHM3105 1,360 9 約1.7 4,000
BHM3105W 470 8 4,400

JIS A 9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材 F☆☆☆☆　●熱伝導率による断熱材区分はCです。　
〈品番凡例〉 幅:A 390 ／無印 425 ／ W 470　長さ：S 1,180 ／無印 1,360 ／ L 2,880

アムマット プレミアム 充填工法 JIS A 6930 A種相当　防湿フィルム付　天井・壁用断熱材

●JIS規格 A9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材

F ★★★★

アムマット プレミアム

商品名 品 番
標準サイズ 相当

施行面積
（坪／梱）

熱抵抗値
平均温度25℃
（m2・K／W）

設計価格
（円／坪）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ

（mm）
入数
（枚）

アムマット
プレミアム

BHP390AL
92

390
2,880 5 約2.0 2.4

4,400
BHP390L 425 4,400
BHP390WL 470 約2.2 4,900

JIS A 9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材 F☆☆☆☆　●熱伝導率による断熱材区分はCです。

・耳幅30mm以上で、施工性向上。
・ 付属防湿フィルムが従来のものより厚くなり、さらに結露対策を強化。
透湿抵抗0.082［m2・s・Pa／ng］、170［m2・h・mmhg／g］以上 JIS A 6930 A種相当品です。
・アムマット プレミアムは防火性認定（NM-1216）には適合しませんので、ご注意下さい。
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アムマット床ボードⅡネダレス 根太レス工法用断熱材

●JIS規格 A9521 住宅用人造鉱物繊維断熱材

F ★★★★

・ 受注生産品です。
納期等詳細については弊社へお問い合わせ下さい。
・ 等級4（次世代省エネルギー基準）Ⅲ～Ⅴ地区適合の
高性能床用ボード。

アムマット床ボードⅡネダレス製品仕様

商品名 適 用 品 番 標準密度
（kg／m3）

標準サイズ
入坪数

熱抵抗値
（m2・K／W）
平均温度25℃

設計価格
（円／坪）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ

（mm）
入数
（枚）

アムマット
床ボードⅡ
ネダレス

ネダレス
工法用

BH0680RSB※

60 80

805
910

4 約1.0 2.2

18,000

BH0680RSC※ 820 19,900

BH0680RMC※ 880
1,000

21,000

BH0680RMD※ 895 21,600

※印は、受注生産品です。

その他関連部材

〈防湿気密シート〉

〈気密テープ〉

面取り加工・折り曲げ加工・ツメ加工等、随所に工夫が施されたネダレス専用金具です。

〈アムマット床ボードⅡネダレス〉〈アムマット床ボードⅡネダレス断面図〉

かかる～の製品仕様

商品名 品 番
標準サイズ

入坪数 設計価格
（円／梱）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ

（mm）
入数
（枚）

かかる～の80
（アムマット床ボードネダレスⅡ
専用受金具）

BH84080 0.4 80 38×85×90 144 約8.0 20,020

施工しやすく、接合部を確実にシールします。

気密テープ製品仕様

商品名 材 質 品 番
標準サイズ

梱包入数
（本）

設計価格
（円／梱）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ
（m）

気密テープ アクリル系 　BH84261
（片面テープ） 0.18 50 20 36 36,000

住まいの気密性を高めつつ、躯体の耐久性を守ります。

防湿気密シート製品仕様

商品名 材 質 品 番
標準サイズ

梱包入数
（本）

設計価格
（円／梱）厚さ

（mm）
幅

（mm）
長さ
（m）

防湿気密
シート

高耐久
ポリエチレン
シート

BH84211
0.1

1,050 100
1 10,600

BH84221 2,100 50

アムマット床ボードⅡネダレス専用受け治具 かかる～の

気密テープ

防湿気密シート
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このカタログの記載内容は2012年5月現在のものです。 10-11①

［URL］http://www.jfe-rockf iber.co.jp

【九州営業所】
〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館7F
TEL.092-263-1450   FAX.092-263-1656

【大阪営業所】
〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目6-20 堂島アバンザビル10F
TEL.06-6342-0647   FAX.06-6342-0645

【東京営業所】
〒105-0014 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル5F
TEL.03-5418-6760   FAX.03-5418-6761

【本社営業所】
●商品に関するお問合せ

【工程室】
TEL.086-447-4208   FAX.086-447-4211

●注文窓口、納期・在庫に関するお問合せ

TEL.086-448-5200  FAX.086-447-4211
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